
3.2.7 ｢建築 における職能｣と ｢工事欠陥問題｣ (建築学科 古阪秀三)
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工学倫理(建築学科･古阪担当①)

2003.1129

1建築における職能と倫理

1.建築生産組織

･建築生産プロセス (添付資料 1･図 1)

･建築チーム (添付資料 l･図2)

2.建築生産組織の諸関係

･建築生産組織の諸関係は契約によって規定される (添付資料 1.図3)

3.敢能性とその変化 (建築家を例に)

(1)職能(性)一Profession(alisn)

1)条件

･不特定多数の市民の依頼を受けて活動

･社会全体の利益のために働く (特定主体ではない)

･体系的な知識を有する

･特殊な訓謀 と資格

･織業団体を持つ (倫理茂定､業務基準)

2)例

･医者､聖職者､法律家

3)建築家か欝当するか,特に日本

(2)機能性の変化

日変化の要因

設計施コ二の進展

聴能性と経済競争原理の対立

職能分化

2)変化 しないもの

業務独占権

･日本の建築士制度一業萌独占権

･英国の建築家剛度一名称独占

4.各種の職能

･穂遊技揃土

･設備技術士

･数AFTl_研算士

･CMr(Constructionltianager)
･インテ リア ･プランナー
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5.各種-職能団体の倫理規定

(1)建築家団体

･日本建築家協会 (JユA)

･AIA (TheAmericanInstituteofArchitects:添付資料 2-①)

･RIBA(TheRoyallnstltuteofBritishArchitects)

RIBAの倫理規定(CodeofProfessionalConduct)

昌的 :会見に対 して要求される,建築家としての倫理の向上あるいは

自己親律の向上を通して､建築家の地位の向上を図ること

規定 :RIBAの会員はクライアントと建物の使用者の両方の利益を守る

こと

疑わしさは罰すること

業鮫が評価の中心であり,フェアであること

(2)マネジメント系コンサルタント団体

･CMAA (TheConstruction.htanagementAssociationofAmericaこ

添付質料2-②)

･PM I(TheProject.ttanagementInstitute)

･CMAJ(TheConstructionltanagementAssociationofJapan二

添付資料 2-③)

(3)哲算士団体

IRICS(TheRoyalInstituteofCharter-edSurveyors)

(4)日本建築.学会 (AI∫:添付資料 2-㊨)

6.建設産業のアカウンタビリティ (添付資料 3)

･建設産業のアカウンタビリティ

･長期継続取引と相互依存関係

･日本のしくみの手法化

･日本の建築生産 システムにおけるCMの役割

･アカウンタビリティの問題の帰着点

◆ レポート諜･屠

次回にまとめて提示する
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工学倫理(建築学科･古阪担当①)

添付資料 1

図1 建築生産プロセス 図2 建築チーム
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添付資料 2-① :AlA
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添付資料 2-② :CMAA

CodeofProfessionalEthicsof
the

ConstructionMana9er

Forthepast18yearstheConst｢uctionManagementAssociationofAmerica(CMAA)has
takenaleade｢shlP｢OFehl｢ega｢dtoc｢iticaHssuesjmpactingtheCM industry,including
thesettingofethica事standardsofpracticefo｢theP｢ofessionaLConstructionManage｢ .

TheBoardofDi｢ecto｢SofCMAAhaveadoptedthefoHowJngCodeofProfess/'ona/Ethics

ofEheConstructJ'onManagerandrecommendthatitbeacceptedandsupportedbythe
CM industryandthemembershipoftheCMAA asaguidetotheexecutJrOnOfthe
individualCM■sp｢ofessiorlalduties.

Corpo｢ateandindividualpractitione｢membe｢sofConst｢uct10nManagementAssociation
ofAme｢icamakeacommitmenttoconductthemseh/esandthei｢p｢actJ'ceinaccordance
withtheCodeofP｢ofessionalEthicsoftheConst｢uctionManager.

CodeofProfessionalEthicsoftheConstructionManager

As a p｢ofessionalengaged inthe businessofproviding const｢uction management
services.andasamemberoftheCM p｢ofess10n,Jag｢eetoconductmyselfinmy
busLneSSinacco｢dancewiththefollowmg二

1･ClientService･Iw川 servemyc=entswithhonesty,integ｢ity,competence,and
objectivity,estab一ishinga｢e】ationshipoft｢LJStandconfidenceandfurnishingmybest
skiEIsandjudgmentconsistentw2ththejnte｢estsofmyclient.

2.RepresentationofQualificatJIOnS.lv州 OrllyacceptasslgnmentSforwhichIam
quaHf-ledbymyeducation,t｢ainlng,PlOfessionaJexpe｢ienceandtechnicalcompetence,
and IwHlasslgn Staffto pro)ects in accordance with theirqua】lfications and
commensuratewiththeservicestobep｢Ovided.

3.StandardsofPractice.lw=fu｢nishrTlyServicesinamannerconsistentwiththe

estabHshedandacceptedstandardsofthep｢ofessionandwiththelawsandreguLations
whichgove｢nitsp｢act亨ce･

4.FairCompetition.lwl=buiJdmy.D｢Ofessional｢eputationonthebasisofmydirect
experienceandservicep｢Ovided,andLwincompetefai｢Iyand respectFuHywithmy
professionalcoHea9UeS･

5.Conflictsoflnterest.1VJHIseektoavoidanyandaHconfHctsofinterestandwill

immediatelyacknow一edgeanyinfluencesandoffe｢towithd｢avノf｢Om anyasslgnment
whenanyactualconflICteXJStSWhichmaylmPai｢myobjectivityo｢integ｢itylnthese｢vice
ofmycllentS

6.FaJLrcompensation.]wiHnegotiatefai｢iyandope再ywithmyclientsinestablish】nga
basisforcompensation,andh･V川chargefeesandexpensesthatare｢easonableand
commensuratewiththeservICeStObep｢ovidedandtheresponsibiJitiesandriskstobe
assumed.

7.Re一easeoflnformation･Iwillre一easepubhcstatementsthataretruthfulandobjective.
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andIwil一keepinformationand｢eco｢dsconfidentlalwhenapp｢op｢iateandprotectthe
p｢oprfetaryinte｢estsofmycHentsandp｢ofessionaJco=eagues.

8,Pub一icWelfare.IwHnotparticipateinanyracial,sexua一o｢PoHticaldiscnmination
relatedtoanyasslgnmentImayundertake.IvvHlavoidanyconductthatwouldbe
conside｢edunethicalo｢W州interfe｢eo｢conflictwithanyf凱VS,StatutesO｢regulations】and
IwH upholdthesafety.healthandlJVeけareofthepub一icinthepe｢formanceofmy
p｢ofessionaidutJeS･

9.ProfessionalDevelopment.IvJtHcontinuetodeve一opmyp｢ofessJOnaLknow;edgeand
competencyasap｢actitione｢,andIwi日cont｢ibutetotheadvancementoofCMp｢acticeas
aprofessionbyfosterlng｢eSearChandeducatlOnandth｢oughtheencouragementof
subordinatesandfeHowp｢actitjone｢s

lO･IntegrityoftheProfessやn.lv州 avoidactionsvvhichpromotemyownself-inte｢est
attheexpenseofthep｢ofessl0∩.andlvvillupholdthestanda｢dsoftheconstruction
managementp｢ofessionwithhono｢anddignity.
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添付資料 2-'S :CMAJ

日本コンス トラクション･マネジメント協会

問 匡ヨ ElB EiEj

2002年 6月 5日制定

第1章 総 則

(目的)

第1粂 本課程は､本会会見 (以下会員という)かコンス トラクション･マネジメント栄藤

(以下CM栗林 という)を避行する上で遵守すべき倫理を定め､もって､会見が

逆行するCM業務の健全性を担保 し､CM秦衝に対する社会の信頼をかち待てい

くことを目的とする｡

(適用範囲)

第2条 本規程柱､会員に運用する｡

第2章 倫 理 綱 領

(情義誠実)

第3粂 会員は､倍丑に従 って､誠実かつ公正にCM業務を行うO

(信用の姓挿)

第4粂 会見は､借用を維持するとともに､品位を高めるように努める｡

(科学的判断)

第5粂 会員は､CM亜藩を遂行するにあたり､利益にとらわれることなく､かつ科学的

判断をゆるがせにしてはならない｡

(厚門的知髄の姓拝)

第6集 会Eiは､CⅦ生者に関する専門的知顎の維持向上に努めるC

第3章 一 般 規 律

(広告宜伝)

第7条 会員は､CM兼務に関 して､品位 ･信用を抗なう方法又は内管の広告や宣伝をし

てはならない｡

(委託の勧誘)

第8条 会員は､不当な目的のため､又は品鮭･借用をそこなう方法によって､CM業務の

委託を勧誘し又は誘発 してはならないO

(蚕託者の対価)

第9粂 会見は､C_～l業務の委託又は詔介を受けたことに対する謝礼その他の対価を支臥

ってはならないO

(法令等の遭守)

第10粂 会員は､CM業務を連行するに当たり､違法な手段を用いては7LよらないC

第11条 会員は､違法行為を助長 し､又はこれらの行為を利用 してはならない｡
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(公序良俗に反する"̂_E業への奉加)

第12条 会見は､公序良借に反する事業を営み､若 しくはこれに加わり､又はこうしたILli-

薬に自己の名を利用させてはならない0

第 4章 委託者との関係における規律

(秘密の保持)

第13粂 会見は､CM菓鵜を養行する上で知り得た雷託者の秘密を正当な理由なく他に洩

らし､又は利用 してはならないO

(利害関係等の告知)

第14粂 会Biは､CM菓鯨を連行するにあたり､プロジェク ト関係者との利宰関係等､香

託者との情報関係をそこなうおそれのある事情があるときは､委託者に対して､

その郡絹を告げなければならないO

(受託の趣旨の明確化)

第15条 会員は､CM纂番を受託するにあたり､受託の趣 旨､内容及び範菌を明確にする

ように拷めなければならないo

(適正安当な報酬の明示)

第16条 金屋は､CM業務の受託に捺して､その適正 ･安当lci-報酬金額又は策定方法を明

示するように努めなければならない｡

(委託者との船謡)

第17粂 会見は､葬託者との信頼的膚を保持して紛議.が生じないように努めるとともに､

万一粛-i;llか生 じた墳合は､できる限り日本 CM協会の紛態調停により解決するよ

うに努b')なければならない0

第 5章 他の会員との関係における規律

(名態の尊藍)

第18条 会見は､相互に名誉と惜題を重ん じなければならない｡

(会員に対する不利益行為等)

第19粂 会員は､他の会員の誹謬 ･中歯又は､正当な業務慣行もしくは信宜に反する行為

等他の会員を不利益に陥れる行為を行ってはならないo

(他の会員のCM業務への介入)

第20粂 会見は､他の会員かすでに受託しているCM差筋に正当な理由なく介入しようと

してはならず､委託者の希望によってそのCM策筋に協力する場合には､他の会

月と委託者との間の屑頼関喋を尊重するように努めなければならないO

(他の会展の参加)

第21粂 会員は､すでに受託 しているCM業務について委託者か他の会員の参加を希望す

るときは､正当な理由なくこれに反対してはならない｡

(会見問の紛訪)

第22粂 会員は､会見闇でのCM業務に幽して紛議が生 じた場合､協鼓又は日本CM協会

の顕職鞠伴による円満な解決に努めなければならない｡
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第 6章 会員以外のCM業務鐘供者との関係における規律

(会員以外のCM策蕗捷慎著との副俵)

第23粂 会見は､金属以外のCM業務提健者 との閲係においても､第 5撃て定める他の会

見との関係における規律を壁用 して､その遵守に努めなければならない0

第 7章 プロジェク ト関係者との関係における規律

(プロジェク ト関係者からの利益供与)

第24条 会員は､CM業務に関 し､設計者､施工者等のプロジェク ト関係者か ら利益の供

与もしくは供応を受け､ヌ.はこれを要求 し､もしくはその約束をしてはならないO

第 8章 E]本 CM協会との関係における規律

(法制度の遵守)

第25粂 会員は､建築基準法､建築士法､建設農法等､cM業務に関わる法令のほか､日

本CM協会が定める会則等を遵守 しなければならない.

第 9草 本規程に連反 した場合の処置に関する規程

(本規程に追反 した場合の処打)

第26条 会員が本規程に避反 した場合の処置は､別に定める倫理委風合規定及び懲罰規定

によらなければならない｡

第 10章 補 則

(委任)

第27条 本規程に定めるもののほか､会員の倫理に関する必要な串項は､型番会の茂艶を

達て､会長が別に定める｡

附

本規理は､平成 14年 6月5日より実施する｡

ただし､鴬 5牽第 22条の ｢紛訴調停｣及び第 9章第 26条の ｢倫理委風食規定｣ならびに

｢懲罰規定｣は､第 10華第 27条の規程に基づいてそれぞれが規定されるまでの間は､｢倫

理規程検討委旦会｣と読み皆えるものとする｡

(症 :本倫理規号封土日本井箪士会連合会の ｢奔藩士倫理 (改正平成 6年 11月22日)｣を審

考に作現したものであるので､現在､B木弁護士会迎合金の意向確認のための醇番手続き

中である.,)
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添付資料 2-㊨ :日本建築学会

杜EE法人 日本建築学会倫理綱領 ･行動規範

1999年5月31Ej総会裁決 1999年6月1日実施

倫理綱領

日本建築学会は

それぞれの地域における

固有の歴史と伝統と文化を与.重し

地球規模の自然環境と

培った知恵と技術を共生させ

豊かな人間生活の基盤となる

建窯の社会的役割と責任を自覚し

人々に貢献することを使命とする

行動規範

日本建築学会の会員は

1 人類の福祉のために､自らの叡智と､培っ[=学術 ･技術 ･芸術の持ち得る能力を

傾注 し､勇気と熱意をもって建築と都市環境の創造を目指す｡

2 深い知誰と高い判断力をもって､社会生活の安全と人々の生活価値を高めるため

の努力を惜 しまないC

3 持続可能な発展を目指し､資源の有限性を認識するとともに､自然や地球環境の

ために廃棄物や汚染の発生を最小限にする｡

4.建築が近隣や社会に及ぼす影響を自ら評価し､良耳な社会資本の充実と公共の利

益のために努力する｡

5.社会に対して不当な損害を招き得るいかなる可能性をも公にし､排除するよう努

力する｡

6.基本的人権を尊重 し､他者の知的成果､著作権を侵さない｡

7,自らの専門分野においてil報を発信するとともに､会員相互はもとよL)他の織能

集団を尊重 し協力を惜 しまない｡
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工学倫理(建築学科･古阪担当②)

2003,1205

■建築をめぐる様々な問題

1.工事欠陥等に関する消費者保護

1.1 社会背景

①CS(顧客満足)指向

･わか りやすい

･要求に対応 した

②被尊者救済

･訴えやすい

･早い決馨

③翼任関係の明確化

･建築主,設計者,施工者,行政

1.2 法制度の変化

①建築基準法改正(平成 10年 6月公布)

･建築基準法における性能規定

･建築確認 ･検査の民間開放

彊)住宅の品質確保の促進等に関する法律 (平成 11年 6月公布)

･品確法制定の背景

◆住宅購入者側

一住宅性能の相互比較か取離 (共通ルール)

一住宅性能の評価かわからない

一住宅性能に関する紛争の解決に労力と時間

一軍証担保期間が短い

◆住宅供給者側

一住宅性能の競争インセンティ7

-住宅性能に関する消費者の理解困難

一消費者のクレームへの対応に労力と時間

一長期の保証契約が不可能

･品確法制定の要点

◆目的

-住宅の品質確保の促進

-住宅時人者等の利益の保護

一住宅に係る紛争の迅速かつ適正な解決

◆要点

一住宅性能表示制度の創設 (法的畿務付けではな く,採否は任意)
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一性能評価を受けた住宅に係る紛争処理体制の整備

一新築住宅の取得契約 (静負喪的,売買契約)における積症担保巽任

の特例処置 (すべての住宅に法的義務付け)

③製造物昇任 (PL)法の施行 (平成6年7月公布)

･PL(Productliability)法とは何か ?

一製品の欠陥に起因する事故の発生に対して消費者被害の迅速かつ

充分な救済を行う

･不動産がPL法の対象外となっている理由

-不動産は契約安任による救済

債務不履行茸任 (民法415粂)

かし担保茸任 (民法570条)

不法行為葺任による救済 (民法709粂)

建築物は土地工作物点任による救済 (民法717粂)

･PL法の目圭

一民法709条の不法行為賓任における過失の立証を欠陥の立証に

変えたこと

･裁判に勝つための要件

一過失の立証-過失を欠陥に

一被青の立証

一過失と被春の因果関係の立証-過失を欠陥に

･建設工事におけるJ紛争処理 ･PL問題

一裁判所

一紛争審査会

一消費者センター

-紛争処理支援センター (添付資料 1･図 1)

-住宅部品PLセンター

･住宅部品PLセンターでのあっせん .調停事例

一自動 ドアの問題

-ホルムアルデヒドの問題

一足場板の問題

-24時間風呂の問題

2.会計検査時の指摘にみる技術者のあL)方 (添付資料 2)

2,1 会計検査の活動

2,2 指摘事項例 (建築に適切な例がないため,土木工事からあげる)

① 消波ブロックの規格の選定方法

② 軌道整備工事における道床整備作業
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3.談合問題/その他について考える

①談合の経済学 (添付資料 3)

②入札の法制度 (添付資料4)

(卦その他

4.倫理問題の定式化と解法

参考 :東京大学工学部システム創成学科の誹審 ｢社会のための技術｣の内容

5.大学での｢インチキ論文｣(添付資料5)

6.よい建築とは何か

想定事例(添付資料6)

◆レポー ト課題

課題 :添付資料 6を読んで､考えるところをレポー ト用紙 1枚以内にIEFきなさい｡

添付質料 1

添付資料2
添付資料 3

添付資料4

添付資料5

添付資料6

:住宅部品PLセンター資料

:会計検査院,会計検査のあらまし-平成 11年度決算-,2001.2
:武田情人,談合の経済学,集英社,1994.7

:E3本財政法学会編.入札の法制度 (財政法遭奮11),龍星出版,1995.10

:高橋真理子,インチキ論文,朝日新聞,2003.ll.25(関西版夕刊 p12)
二建寛のあり方を考える全編,考えさせられる事例 1,2003.6,8

-107一



嘩什資料 1:住宅部品 PLセンター資料

紛争処理の業務フロー図

住宅紛争処聾王墓セ ン),-I-

住宅評品PL セ ンター<安付>

ADR芭闇停受̀付

紛争審査垂異会

あっせん串し込み

･x-i 詞掛 二県毒手耗管用 ･串相野用怯1件1万円です｡また､第三者機関による書記斡及び原因究明に操る蒐謹膏は､所要

寅顎の見破雷を提示し､負担 していたた くことになります.

冗 2 召即事申指の対象部品､大端と鼓室の稽別､慧祷等に応 じ､紛争奮立東男書抜専門童田を避任 します｡また､必要に

応JLl,紛李審査宴貝か謁拝担当を兼ねることもありますD

X3 年門番fi娃決の項巨などについて作業を行います｡

日 欠陥の存在の薩監 (発生時覇､捜査証明箪範.投射 ･製通 ･慧示欠陥の有無等の確認)

2)護国した直用か､患回しないが予見可能な使用か百かの確監

3)取故醍F,qEF.音告表示の適否の乾賢

4)欠陥と凄筈の玩具開床

5)帰宋音の判定

6)碑等頚の査定

誘く-Ji- 調停翼壁から完了までの期間はPDE]以内S.LIE]博にしています,
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敵軒別 斗2‥会計検奄院.会計検査のあらまし一平成 1'1年度決第-,2001.2

倉附換丑Rの続野 洩ZE繕由 一 .155-

検査活動

も一一･･一-一･;Fこか,･A,Jt･̀LbJ仰 山 仙 tJLIJk瓜 t̀,TLliLLL･∫klJl･.ゝil_TiJJJ1d 品か軒

1 橘盃の観点

舎汁̀税溌矧 ま.の決行がや77.軸行の･1-If況をn二経に:Jlt示 しているか (正確性).

①全か鯉理が予許や法令などに従って適正に処理 されているか (会規性)､C3)

碑鞘 ･即発/Jl綿肺的､効や的にaE施 されているか (経済性 ･勅牢性),①モ拝顔

が餌場の馴 向を退城 しているか､また.励ま群を上げているか (有効性)､とい
った拙J虫から横領を′行っている｡

根充の観点

-I182- Ih'EのもSn(Zt職鶴

◎_9運輸省

消波工糾 こ使用する消波ブロ ックの親略の過定方法について (処肝折邸唄)

消波エ等に悼用する消-;BEブロックの規格のtJ-1定に当たり.､詳定式にJ:

り求められた品小史馨を滞たすn-近上位の規格の消波ブロックに加

え､更に上短2規格までのものも選定の対魚として比較 し､姓活的な

瞭肘を行っていれIよ､守Lt従価を正和耶半分で2860万円､補助蹄串分で

圧室頑 ]迎輸省では､滞滞施粒及び掛 判東金施悦の盤絹を推削 -るため､

糊の碇l酢咋超文は地方公共団体等の泊氾管理者呼が行う団仰祁助耕運として､

稽湾態朋都濃等を紬牛多飲魂施している｡

これら叫'柴の一増として.平成10､11両牛皮に､第四終湾建限局では.紅相

即 轟として.2椎にわいてIO工3llを工都押絵鮒37偲6677万円で.また､4治閉

珊埋者等では､補助榔架として､5倍において2711二!Jlを工tJlyf総机29紹7415万

円 個 印祁肋念14位9006万円)で施行Llcいる｡

各工恥 ま､防淑敗 鯉仲等の築造･を行うものであり､これらのJ_1Jlでは､i)ri
披工符として.コンクリ- ト勲の約波ブロックを一汁5,日6脚魁作 し､また､辿年

齢 こ魁作した消波プロックを含めJ｢6,365偶を防波JL!の1311両野に出力(.111るなど

している (参考図番照)｡

圃 冊 虹 等は､附 疫ガさ･や蛸岸の約両などに､ケーソン苛に作

用する液)Jや腰 波等を減少させろために施工するものであり､その恐即は次の

ように行われている.

(0 ･n'池プロソクは.波浪により倍々の汀I波7'ロッJ/それ自体が枇乱 しないよ

うにilit湖 にrjじて要逆するmi'iS･嘩保する必轡がある｡このBr堀の'iTFiiIには



検丑の郎汁t 連特rG - 183-

粗相省増湾屈監修の ｢継稗の砧Flqのは紙上のヨ遠軸 ･同解況｣(技術韮叩.同

解脱)掛 二妃弛 されている1,1･定式 を恥 ､ることとされており､これにより消

波ブロック1個当たりの油小皿昆la-ポめるn

② 消波ブロックは聖塵(こ応 じて規格化 されており､①の消波プロック 1個当

たりの,Tt小Jji丑から､この並立 を満 たす蛸格の消波ブロックを逝定すら.

③ 消.;･fb･=等の天端Tl-及び選考 した消波 ブロックにより･州漆工即 )天城帖及

び州南勾配を決定 し施=断而 槽を-刀-A.Ifけ る｡その際消波プロックは､波力を

吸収･･))!化 させるため相互にかみ合わせて上下及び前後方向に2榊以上設批

することとする｡そ して､施T_断面軌 二指=泣･Ei･簸 じるなどして汀機 プU

ック全休の架官印を罪出 し､これを消波-/ロッ'/1佃憎 たりの体榊で除 して

必弊個酸を常在するO

① 消波ブロックを軒JEHlる冊所の遊離 となる捨石卸 )欺i･ほu･出するU

そ して,これ らの各工 小では､消波コ二二P,:に使用すか肖'液ブロックの規格を4

L型から20(型と選定 している｡

幽 社脚 剰 0エ叫 二おける肺披ブロックJ｢1･104慨の利伸即 位

79671)一円-71ぴ▲=2,194偶の迎雑用什才筆等1億37157才円非びに帥肋 .舛邦27工'Jnニお

2倍02877才円を封鎖に検丑を-1f施 したO

嘩 附 したところ･AnJ同港湾辿鵬 及び 4相即 埋奇警では､各

工科 二班別 -る消波ブロックと して､技術娼弛 ･同解脱等悶己膿の許定式で求め

た111-小KT品を満たす耽近上位の規格の ものを,退'/i;していた｡

しか し､次の ようなことか ら､ia'近上位の規格の消波プロ ソクのはか･ 2㍍

以上のこ貢芯が搾保できる範囲内でこれよりIiCせが大 きい大型の規格の消波フロ

ックも逝定の対象とすることにより､経済的IJ･-旺 計 を行 う草があるC

(I)L'h:近上位の規格の-刑被プロ･ソクに比べて大型の規格の糾披ブロックは･よ

,')大き/JL;1i:淋 こ対 して も安定 していること

一一181- 抜群のttl.iJミ B!悼'f;

t'2) 荘近上位の規格の消II'JEプロ･ノクよりも火)_ほの税柘の ものを選定 したJu合､

5''rl'波プロック 1個当たりの製作即や巡査捌即寸群等が滞価 となり.また､腿T.

節分全体の首蛾が大 きくなることに伴い.遜札 捨石等の施工軒師川 田-大し

その作用 も耶加するものの､消波プ ロッ'/の使用儒政は少な くなり.この#i

紫､抑 伎工等全体では'L'欄 を低沌できる場合があること

そして､他の研泉王休のほとんどでは､許kJ式 E=より)-Jlめ られた''.!小山Et i･

満たすぼ近上位の洩 格の漸 皮プロ･y/)に放Frえ､軌 :上位 2規格までの Lの も1･I

象として比較 し､維前的な誰肘を行っていた｡

[細 萱瓦 各工,Jlにおいて､机近J北 の規椙の恥 鮭7･｡ッ

クだけでlJ:く3Llに上位 2規格 までの もの も逃走の対{flに含めて軒 別 ヒ快 を行

い･これにより投打 したとすれL･r､消波 プロックの魁作舟及び迎軌屠fl,･irt等は,

増lJiJす る指石野の'/-†用 を判 GILて も.荘軸帝群分で2860万円､ri]1那 絹肋柿雌分

で5870万円 (回廊補助金2年'/0万円)低減で きた.

r∃垂垣虚底改革hO)_盛軒 別 省では､12年10月に文SdTを発 し.消波工苛 に

使肝 ㌻る消1,I)&7'rlソクの規格の選定t=当たり､削 ,ITT.茄 を醐たす打f近上位に閉

定することなく阜封斤比較を行 うこととし､邸 発主 体を指抑す ることとした.

(披兼輔告307ページ)

博垂
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17 九州旅客鉄道株式会社

軌武並傭工.1･.IにおけるmL床較理作業について (処粁析lIi項)

軌iH艶細工蹄におけるifl床定理作米について､根絶が単線でその両側

に道床法面がある場合には､作業方法 を両1尉施工 として作興を即事的

/LL-ものとし､また和一7:に当たり､作 辞 の 葵願呼に適合 した歩掛かり及

[亘垂 塵垂二J九州旅音鉄血株式会社 (JR九州)本社放び4支社では.平成

10王Ji3Jlから123F-3月までの"りに､枇in魁郎=郡を125=ポ (工耶㌍総柵24位

5B757ヲ円)施行 している.

これらの工｣附.t､列叫迎+fLの安全を締保するためにレールや枕木の交換､ilt

床バ ラス トのつきWめ､犯罪雅理などの作･柴を行 うものである｡そして､in床

地理作典は､氾床 バ ラス トのつ き附めによってirl床法面のバ ラス トが乱れるた
(注〉

め､帆訳モーターカーにブレー ドを楚野 した氾床滋理作文jli(仲井IfT.)を使用

してバ ラス トのかさ上げ及び;11床)77の穀形を行 うものである (参考図 1参照)｡

口重垂重き亘〕
日Jm蘇腰PJ仲井の方法

jfl床熊理作業は,8年 9月に本社が削Tt'した ｢3Ii床整理仲井IFLによるiEII,Ji:

ji'i埋作興製剛 等 (作発嬰紙)l三よれば､叫,ILIlI嗣禿､本作乱 作薬坤点検の

各作鼻により的成 されており､いずれの作発 も.叫1-.オペ レータと地上tlの

2人によって次のように行 うこととなっている..

① ､JHTJlr別充は､本作射 こ先立ち2人が線路 S･埠 さながら､方!床泣面の片M

(汁.) -/レーーr 批正地力によって+ェーンコンペ'Tを難船するTJLlしてin坪泣面のパ･)ス

l･のJb･色上げを行うfP濃紫Bl
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ずつについて.本作弁に貢昨となるケーブルなどの柄逸物 を和ほ し､これ

らにEIFr)をトけ なとする (容考現 2 番 耶).

(/.) 本作井は､作発恥が 1回並行することにより､il主床法面の片t榊 )みにつ

いて'バ ラス トのかきIIf及びill床爪の矩形 を行 う (片側施二仁).この鹿晃

において.地上flはllI･.上オベレー Uに対 し目は とするin床形1人に什｣-jJtる

ようブレー ドの拙作の指示等を行い､ift上オペ レータはこの指示を受けて

ブレー ドの増作符を行う ('B考図3番nEH｡

rJ) 作薮神点検は､2人が仲井のr'FlJ綾に行 う.

(2) ;tl床純理作乗!.tの揃T)

JR九州では､8年9月(:本社が糾浸 した ｢3LIi床範型磯作紫外法棚井野惜
(某日 (紺界野鱗)において,;Ii休も'(.埋作発に適用する砂洲かり及び仙l二.t_i

の 暇脚を次のとおりi･:めている.

(D 妙掛かりについて

･jE耐胴乱 本作策､作XLfr点検の各作某に適肝 41る歩脚か りについては.

線路の片側 1h当たりの施工に必要な人工故 を定めている,

② 地上 貝の較鰍 =ついて

地上月の即点は､特殊運転手を適用することとしている｡特殊迎板手は､

帆氾モータ-カーの選梶野について相当摺l兜の地位iJ有 し､その主附 勺菜

摘を行う省とされている｡

そして､JrtノL州では､瑚灘野堺に迩づき､この妙掛か りを特殊JlJ_[転手の労

桝さl価に癖じるなどして 1m当たりの作東野を辞山 し､これに施工延長を紫 じ

て125_I_叫 (経距工延滋1.126.9kpl)のtiB床野埋作共析を総執7B95万円と稚許 し

ていた｡

師 損正し,+=̀ところ､温床群理作典の方法及び汀締 並FJlll三mJLYの柑

37.(二ついて､次のとおりは切とは去丑められない邸蛸が見受けられた｡

(日 氾排他杜仲喪の方法について
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本作轟は.作卦 rLの刷"にブレー ドが削 iされていることか ら､繊蝕が小

額であってその剛 いJに胎坪法面がある場合には､雨脚を同時に施工する方法

〔両州施工)〟--鵬叩であると柁め られた山そして.両側施工によれば､片

相場工と比べて地 IL.nが線描の両側に 1人ずつ妃虻 されるため､仙｣,.Elか 1

人か ら2人に51']えるものの.叫悦叫IiU当たりの脂Ir'.娼妓が片側姫=の 2倍 に

なることから作禁が動学他に行われる (奉背屈3杏Pn)a

(2) ia床教理作典門の州別 こついて

(1) )i-F掛かりについて

叫粥&'概 について作弟の突-'.JBiを糾渡 したところ､池床泣面の片肘 二つ L_t

l人の作頻 口が-支'脚となる柄造物を碓服するなどしていた (番坤尉2巷

卿 . また､悼射 tt点 槌 の坤掛かりについては､人工故を線描の片側 1ir.

'!3たりの ものとして定めているが.この人工牡は作発1li点検 1回当たりの

ものであっ.lr.ら

('Z) 地上 口の相称 こついて

地上flの 剛 心は､その作梁内答から.軽視純等を班用 してレールの仕iE

保守仲井などのR輔 を行うIl近工を適用するのが適切とlEめられた｡

したがって.各工蹄の述原盤増作卓削こついて､作井を効率的に行って経済的

IJものとするよう作熊要領 を改めるとともに､相許が作半の冥岱軌 二適合する

cF:う肌 汀要詞を改める教がある.

ITa.aRできた画 面 釘 各T.JlIのif怖 盤郡 旨発軌 二つt､て､線路がi順 でその内

PdJこ正蛸溜 面があ る場合l･:l･.L作典方法を雨nl機 工とし､また作曲の卿 脱噂に;腐

合 した)Jl升か り茨び僻棚として陣JILd卜称すると.柵汀朝を2460万円低減できた｡

L_当辱_fJT_R L;在学音C9些些J JR九州では.12年10月に､出坪無理作異につい

て.仲裁 を効射的に行って掛即tJな-も3-)となるよう作腰郵鯛を改氾するととも

に,壬順 二が作策の射 出馴 =冶介するよう刷帯世嗣を改正 し､同年11月以降締紹

するcRt約から適用す ることとした｡ (梓丑組敷tJ19ページ)

- 2朗 一 攻升の&.枇 九州柵寄摂iE凍式会社

直筆昏]
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は
し
が
き

金
丸
都
外
を
発
端
と
す
る
大
手

埋股
会
社
､
い
わ
ゆ
る
ゼ
ネ
コ
ン

(ゼ
ネ
ラ
ル
コ
ン
ト
ラ
ク
タ
⊥

と
棟
檀

家
の
蔽
群
の
謎
盟
と
い
わ
れ
る
入

札
談
合
､
さ
ら
に
数
年
即
か
ら
日
米
椛
道
路
ほ
の
争
点
の
7
つ
と
な
っ
て
き

た
公
輿
び
巣
に
お
け
る
指
名
入
札
な
ど
の
閉
猫
は
'
日
本
の
経
済
シ
ス
テ
ム
の
あ

る
鮎
の
特
鞠
を
反
映
し
た
l

の
で
あ
ろ
う
｡

入
札
蚊
合
が
鞍
治
家
の
介
入
に
よ
っ
て
､
滞
敗
の
弥
泉
に
な
っ
て
い
る
こ
と
に
S
[給
の
余
地
は
な
い
が
'
化

名
入
札
な
ど
で
燕
者
が
駁
合
し
て
受
注
者
を
あ
ら
か
じ
め
決
め
て
し
ま
う
や
り
方
ま
で
た
だ
ち
に
愁
い
と
は
い

え
な
い
d
た
し
か
に
､
捜
争
原
理
こ
そ
が
唯

一
絶
対
だ
と
考
え
る
よ
う
な
､
ア
メ
リ
カ
的
な

r
も
の
さ
し
｣
か

ら
み
れ
ば
.'
堅

口
は
お
か
し
な
シ
ス
テ
ム
だ
L
J
入
札

へ
の
参
加
を
限
定
す
る
指
名
r<
札
は
'
戯
争
原
嘆
を
制

限
す
る
愁
い
制
度
と
い
う
こ
と
に
な
る
｡

し
か
し
､
こ
の
よ
う
な
判
断
の
仕
方
に
は
む
し
ろ
問
蝿
が
あ
ろ
｡
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
や
ア
メ
リ
カ
で
受
け
入
れ
ら

れ
て
い
る

｢
も
の
さ
し
｣
で
測
っ
て
､
｢
お
か
し
な
､
不
合
理
な
､
遅
れ
た
｣
シ
ス
テ
ム
と
考
え
ら
れ
て
い
L
J

も
の
は
､
日
本
に
は
た
く
さ
ん
あ

っ
た
.
そ
の
よ
い
例
が
日
本
的
労
使
関
係
で
あ
り
､
企
業
別
組
合
J
年
功

制
､
終
身
恩
用
で
あ
る
d
二
〇
年
-
ら
い
前
ま
で
､
こ
う
し
た
制
度
を
日
本
人
も
外
国
人
･a
日
本
の
過
れ
た
面

を
象
徴
す
る
存
在
と
み
な
し

'
批
判
し
て
い
た
｡
し
か
し
､
今
で
は
'
そ
れ
ら
が
日
本
的
経
営
の
秘
密
を
解
-

鍵
で
あ
り
､
放
争
力
の
源
泉
だ
と
い
う
よ
う
な
手
放
し
の
礼
印
諭
ま
で
飛
び
出
し
か
ね
な
い
状
況
で
あ
る
'

な
ぜ
駁
合
が
行
わ
れ
る
の
か
､
そ
れ
は
な
ぜ
長
く
統
け
ち
れ
､
建
設
発
界
な
ど
に
定
蔚
し
た
の
か
｡
こ
の
問

い
に
答
え
を
み
つ
け
ろ
の
は
そ
れ
ほ
ど
阿
坤
な
こ
と
で
は
な
い
.
牧
舎
が
間
屈
に
な
る
の
は
河
山
迎
投
薬
界
に

限
っ
た
こ
と
で
は
な
い
｡
入
札
が
行
わ
れ
る
場
合
に
は
必
ず
統
合
が
あ
る
と
習
わ
れ
る
ほ
ど
､
あ
る
濫
味
で
は

日
本
の
取
引
肌
行
の
な
か
に
組
み
込
ま
れ
て
い
る
｡
そ
う
し
た
点
か
ら
み
る
と
､
艶
合
･･D
そ
れ
な
り
に
合
理
性

が
あ
る
シ
ス
テ
ム
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
の
考
え
も
成
り
立
つ
｡
そ
れ
は
J
取
合
と
い
う

T
見
す
る
と
明
白

に
独
占
桝
耶止
故
に
遥
反
す
る
行
為
が
'
放
占
禁
止
法
の
番
人
で
あ
る
公
正
取
引
委
r=
会
に
上
っ
て

一
九
八
〇
年

代
に
入
る
ま
で
､
秩
棲
的
に
取
り
上
げ
ら
れ
な
か
っ
L
Jか
に
み
え
る
こ
と
に
も
契
れ
て
い
る
3
大
正
時
代

か
ら

和
み
韮
ね
ら
れ
て
き
た
駁
合
印
件
に
関
す
る
判
例
も
､
艶
合
を
適
法
だ
と
判
断
す
る
こ
と
に
醗
凪
で
あ
り
､
そ

う
し
た
か
た
ち
で
野
買
上
談
合
を
取
め
て
き
た
｡
そ
の
理
由
を
､
入
札
制
度
の
あ
り
方
や
建
設
賛
辞
の
特
殊
性

な
ど
に
関
逃
し
て
考
え
て
み
た
い
｡

も
ち
ろ
ん
'
わ
た
し
は
駁
合
弁
舞
韓
だ
け
を
俸
関
す
る
つ
も
り
は
な
い
｡
た
だ
､
腰
争
万
能
臨
に
多
少
の
異

緒
を
は
さ
･3
う
と
考
え
て
い
る
｡
か
つ
て
J
泊
士
道
が
某
県
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ

･
シ
ス
テ
ム
の
納
入
で
､

一
円

の
入
札
佃
櫓
を
提
示
し
て
批
判
を
浴
び
た
こ
と
が
あ
っ
た
｡
こ
の
坊
津
に
は
､
放
争
万
能
持
者
の
多
-
ら
批
判

的
だ
)
つ
た
か
ら
､
入
札
は
安
-
な
る
こ
と
が
よ
い
､
と
い
う
わ
け
で
･D
な
い
ら
し
い
｡
鯉
争
が
望
ま
し
い
と
し

で
も
､
そ
こ
で
は
何
が
浪
わ
れ
て
い
る
か
'
親
争
妹
鹿
を
保
つ
た
め
に
は
ど
う
い
う
条
件
が
必
要
か
が
明
経
に

さ
れ
な
い
と
､
輔
指
は
前
進
し
な
い
.
ま
た
､
公
共
工
邸
が

l
回
限
り
の
注
文
生
産

ハエ
郡
)
で
､
市
城
で
充

月
が
繰
り
返
さ
れ
る
な
か
で
価
格
水
神
が
決
ま
る
と
い
う
取
引
で
な
い
点
も
考
慮
す
る
必
.製
が
あ
る
｡
さ
ら

に
､
受
注
が
減
っ
た
か
ら
と
い
っ
て
従
梁
月
を
冊
雌
に
解
雇
で
き
な
い
の
で
コ
ン
ス
タ
ン
-
に
仕
郡
が
必
婆
だ

と
い
う
井
細
論
に
も
考
え
る
べ
き
点
が
戦
っ
て
い
る
｡

し
か
し
掛
合
を
日
本
の
特
殊
性
か
ら
況
明
す
る
こ
と
に
も
間
周
が
あ
る
｡
多
-
の
較
合
弁
諏
臆
に
は

｢話
し

合
い
｣
で
決
め
る
こ
と
を
好
み
､
供
中
や
争
敢
決
で
も
の
ご
と
を
陣
す
る
こ
と
に
違
和
感
を
b
つ
の
が
日
本
人

〟
)と
い
う
童
賊
が
こ
め
ら
れ
て
い
る
｡
そ
う
し
た
輪
艶
に
･a
掘
り
下
げ
た
検
肘
が
必
弊
だ
ろ
う
が
､
｢
日
本
人

は
政
争
が
嫌
い
だ
｣
と
い
う
よ
う
な
単
純
な
図
式
で
は
､
日
本
の
シ
ス
テ
ム
の
特
質
を
醗
明
で
き
な
い
｡
教
育

を
例
に
と
る
と
'
た
て
ま
え
を
別
に
し
て
本
音
の
レ
ベ
ル
で
は
'
か
な
り
の
人
ーi-1
が

｢
果
者
テ
ス
ト
｣
廃
止
と

い
う
文
部
省
の
方
針
に
開
音
し
て
い
る
の
が
､
日
本
の
現
実
で
あ
ろ
う
｡
受
験
峨
争
を
受
け
入
れ
､
点
数
だ
け

が
す
べ
て
と
考
え
て
い
る
人
た
ち
が
'
価
格
が
す
べ
て
L
Jと
い
う
顔
争
万
経
済
者
に
反
対
す
る
賢
慮
を
も
っ
て

い
ち
と
は
思
え
な
い
｡
わ
た
し
た
f
･は
J
政
争
の
原
理
を
こ
の
日
本
の
社
会
の
い
た
る
と
こ
ろ
で
受
け
入
れ
て

い
る
｡
襲
顔
だ
け
で
な
-
､
た
と
え
ば
会
社
円
の
昇
進
レ
～
ス
も
同
じ
で
あ
る
｡
正
確
に
言
う
と
す
れ
ば
､
読

争
の
原
理
と

｢
統
合
の
論
理
｣
と
を
場
合
に
よ
っ
て
厚
い
分
け
て
い
る
と
い
う
の
が
英
世
で
は
な
い
か
｡
こ

う

い
う
二
つ
の
基
準
を
l
っ
て
い
る
こ
と
は
､
外
国
人
か
ら
み
れ
ば
理
解
で
き
な
い
こ
と
か
も
し
れ
な
い
が
'

犀

純
な
図
式
に
描
け
な
い
と
こ
ろ
に
､
放
合
の
問
題
か
ら
日
本
の
社
会
の
蹄
図
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う

に
想
わ
れ
る
｡

-

≡
･

-
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り
､
偽
即
お
i
i
び
威
力
と
と
も
に
そ
れ
自
身
追
放
性
を
も

つ
も
の
と
し
て
独
り
拭
わ
れ
､
牌
別
貿
蛙
応
答
も
な
-
政
肘
某

が
通
過
し
た
.

と
こ
ろ
が
･5
族
臣
か
ら
法
案
の
送
付
を
受
け
た
献
地
抗
で
は
､
焦
す

談
合
の
本
刑
が
聞
雌
と
な
り
､
判
例
と
の
食

い
追

い
か
涜
大
な
側
屈
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
た
■.
判
銅
と
い
う
の
は
､
た

と
え
ば

E
九

一
九

(大
正
<
)
牢
二
月
二
十
七
日

大
審
院
が
J
研
凸
工
姉
に
際
し
入
札
者
が
較
合
格
定
な
し
鉄
合
金
を
分
配
し
た
耶
韓
二
件
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
無
非
を
貰

い
渡
し
た
こ
と
な
ど
を
指
す
.
そ
の
と
き
の
判
決
の
禦
哲
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ

っ
た
}

①

工
姉
の
飴
負
を
政
争
入
札
に
付
し
.
最
低
入
札
者
を
落
札
者
と
決
定
し
こ
れ
と
粁
鬼
瀬
細
を
締
結
す
る
場
合
に
､

注
文
者
は
工
解
の
内
容
を
知
悉
し
予
定
価
抱
を
付
す
る
i
L常
と
す
る
を
以
て
､
任
文
者
が
入
札
に
JJ.ろ
価
格
を
相
当

と
醒
め
て
落
札
者
を
た
む
ろ
j
上
は
､
価
格
の
in
に
錯
誤
な
き
も
の
と
州
ふ
べ
-
､
入
札
者
の
価
格
協
定
の
.有
鋲
は

価
格
に
的
す
る
部
興
と
没
交
渉
な
り
.

②

注
文
竜
は
自
己

の

利

益
の
島
地
比
較
上
故
も
有
利
な
古
巣
杵
を
以
て
飴

員
を
為
す
者
を
選
択
す
る
を
席
旨
と
す
る

は
始
わ
し
と
錐
も
､
之
に
対
し
､
入
札
者
は
馳
藩
に
入
札
価
格
な
定
む
る
自
由
を
有
し
､
入
札
車
過
食
に
依
る
協
琵

入
札
は
托
文
者
に
対
し
価
格
の
鹿
定
を
醍
怒
ら
し
む
る
手
段
に
ぬ
ら
す
し
て
､
入
札
者
が
自
己
に
利
益
な
る
価
格
を

主
張
す
る
方
法
な
り
と
解
す
る
を
相
当
と
す
.
従

っ
て
'
抑
爪
工
軒
に
朋
し
脇
珪
入
札
を
為
し
た
る
こ
と
は
詐
欺
邦

に
於
け
る
旋
田
手
段
の
施
用
と
な
ら
ず
中

③

入
札
者
が
放
合
金
の
担
愛
せ
的
せ
ず
し
て

榊に
価
格
の
協
定
を
為
す
似
合
と
､
土

台
的

し
て
協
定
を
払
す
棚
倉

は
'
群
数
神
の
成
丘
に
閑
し
輸

噺
を
兄
に
す

るも
の
に
あ
ら
ず
.
総
入
札
葛
が
傾
聴

の
協
定
を
為
す
勘
合
と
J

]
筋

の
肇
か
協
定
を
為
す
牌
合
､
普
く
は

1
人
が
他
E
F者
と
協
定
し
て
入
札
町
兼
伸
せ
為
さ
し
わ
る
物
音
と
は
'
赤
土

に

約
す
も
拾
鵬
を
炎
に
す
る
も
の
に
非
ザ
.̀
故
に
､
入
札
者
が
入
札
価
格
に
威
し
協
定
文
は
散
骨
を
親
し
た
る

L
軒

は
.
折
放
卵
を
梢
成
す
る
理
由
と
仏
;
ら
.さ
る
も
の
と
す
.̀

紫
す
る
に
こ
の
一割
鯛
の
慮
旨
は
J
入
札
朝
に
注
文
者
を
肝
-
君
恩
が
･LL<
い
と
い
う
こ
と
､
注
文
憩
に
財
産
上
の
榊
顎
を

与
え
た
萌
罪
が
な
い
と

い
う
こ
と
､
お
よ
び
入
札
者
は
遡
合
し
て
自
分
の
利
益
を
陳
全
す
る
自
由
を
持

っ
て
い
る
と

い
う

こ
と
を
払
他
と
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
.

今
の
時
点
か

ら
見
る
と
J
三
つ
の
姐
蝿
と
も
酋
甘
L
鎖

い
と

い
う
見
方
が
怒
ら
-
多
数
を
占
め
る
と
思
う
か
､
当
崎
は

こ
れ
が
Er
法
ト

ッ
プ
の
見
解
で
あ

っ
た
q

た
だ
し
､
こ
の
よ
う
に
大
等
院
が

r散
骨
無
押
由
｣
を
採

っ
て
い
た
の
に
対
し
､
脚
鮮
市
野
法
院
は

t
灯
し
て

｢竹S
合

有
罪
姐
｣
を
通
し
て
い
た
.
そ
の
最
も
代
車
的
な
憩
見
と
な

っ
た

一
九

L
七

(大
正
六
)
年
の
判
決
の
中
心
は

(
.入
札
は

本
朝
上
常
に
放
中
性
を
布
し
'
且
つ
他
の
入
札
者
の
入
札
価
格
を
知
る
憶
は
ぎ
ろ
方
班

に
民
す
る
を
以
て
.
苛
も
入
札
に

醍
Ll
価
格
G
,申
4.
を
為
き
し
む
る
以
上
､
任
生
者
は
入
札
の
本
旨
に
従

い
入
札
せ
ら
る
べ
き
こ
と
を
朋
待
野
水
す
る
意
思

を
布
す
る
も
の
と
班
む
べ
し
.
故
に
､
鮫
骨
協
定
の
上
略
も
各
･n
独
立
の
見
戟
儲
塙

に
依
り
正
当
に
入
札
す
る
も
の
の
如

く
故
ひ
て
入
札
を
為
す
は
､
注
文
省
の
朋
特
酵
決
に
反
す
る
こ
と
明
か
な
り
J
と
い
う
も
の
で
あ
る
.

と
こ
ろ
が
､
解
消
乾
に
お
け
る
卵
問
で
王
と
し
て
問
題
に
な

っ
た
の
は
､
政
府
案
が
大
味
院
判
例
と
迎
う
で
は
hU
い
か

と
い
う
点
で
あ

っ
て
J
あ
ら
た
め
て
そ
の
点
を
追
及
き
れ
た
政
府
は

｢統
合
ト
イ
7
手
段
自
体

ヲ
適
法

ナ
モ
ノ
ト
云
フ
趣

旨
デ
立
酔
｣
し
た
哲
を
明
ら
か
に
し
た
.

し
か
し
J
宜
悶
省
側
結
納
柑
せ
ず
､
さ
ら
に
野
抗
応
答
お
皿
わ
た
末
､
賢
帝
は
決
り
ょ
う
な
答
弁
を
す
る
に
蓋

っ
た
ヰ

｢
搭
九
十
六
粂
ノ
三

ハ
J
遭

ハ
中
上
ゲ
ル
エ
ア
キ
ナ
ク
'
犯
押
ト
シ
テ
規
定
シ
グ
モ
ノ
テ
ア
リ
マ
ス
カ
ラ
'
適
法
外

ノ
フ
ル
切
合

二
隈
ル
n
-

ハ
当
特
チ
ア
リ
マ
ス
.

本
条
ノ
目
的
卜
敷
シ
テ
居
ル
所

ハ
､
公
正
争
訟

ス
ル
ト
イ
ブ
点

エ
ア

ル
コ
ト

ハ
御

括
ノ
通
り
-
考

へ
マ
ス
.
軌
テ
抜
合

二
依
リ

r
公
正
ヲ
E.r:.
ス
べ
ヤ
行
劫
ヲ
カ
シ
タ
ル
者

虹

卜
云
フ
ノ
ハ
､

t
ll,i
i
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公
爪
ヲ
州
=
ス
ル
ヤ
ウ
ナ
威
令
-
云
7
.i
-
ニ
僻
カー
上
ナ
ッ
テ
居

ル
l1
-

ハ
当
然
-
キ

(
7
人
｣

そ
の
薦
股
と
し
て
､
刑
法
に
軟
骨
抑
&
,規
定
す
る
糾
合
に
は
､
こ
の
適
法
性
i
r明
ら

か
に
す
る
の
で
tu
け
九
は
な
ら
化

い
と
い
う
こ
と
が
弗
旗
降
夢
見
金
町

L
致
し
た
澄
見
と
な
り
､
政
府
盛
を
次
の
よ
う
に
捗
正
す
る
こ
と
と
な

っ
た
.

改
冊
薮
中

r
又
ハ
鮭
せ

こ

]1.リ
｣
と
あ
も
の
を
削

っ
て
'
別
に
那
二
項
を
設
け
､

｢
公
正
ナ
ル
箇
格
ヲ

醤
スル
目
的
Th
U
テ
較
合

ノ
タ
ル
羽
赤
岡
シ
｣
と
い
う

一
塀
を
加
え
る
.I

こ
の
併
託
架
は
糸
瑚
院
で
可

溌
さ
れ

､
舛
び
血八
浜
院

へ
送
ら
れ
た
う
え
開
院
協
浪
合
の
啓
鼓
を
経
ろ
こ
と
と
な

っ
た

.

そ
の
協
訪
台
中
箱
果

､
耕
二
項
は
さ
ら
に
岱
正
さ
れ
て
､
r公
証
ナ
ル
師
描

写
瞥

ノ
又

ハ
不
正
ノ
利
益
ヲ
紬

ル
EIZ]的
ヲ
以

テ
談
合

シ
タ
ル
者
亦
同
シ
J
と
な
り
成
立
し
た
.
こ
れ
が
現
行
の
艶
合
師
に
関
す
る
刑
法

の
規
定

(
二
九
苅
参
照
)
で
あ

ち
.以

上
の
よ
う
な
立
法
の
過
笹
を
見
る
と
､
こ
の
組
定
の
解
釈
と
し
て
､
放
合
な
る
も
の
は
も
と
も
と
妓
馨
が
自
前
の
た

め
に
す
る
兼
務
上
の
行
斜
で
あ
る
が
'
そ
う
は
い

っ
て
も
､
公
正
な
価
格
を
岱
す
る
目
的
を
も

っ
て
行
わ
れ
る
陛
骨
は
､

過
酷
な
行
為
と
し
て
地
刑
を
免
れ
な
い
､
そ
れ
以
外
の
院
合
は
刑
虻
上
関
鬼
と
す
べ
き
で
は
な
い
､
と
い
う
考
え
方
が
あ

り
う
ち
の
は
香
淀
で
き
な
い
.

そ
う
し
た
解
釈
が
､
今
日
兼
惣
布
の
深
刻
な
社
会
間
燭
と
な
り
つ
つ
あ
る
い
わ
ゆ
る
ゼ
ネ

コ
ン
巌
感
に
対
す
る
.
取
締

(川
一

当
局
の
対
応
の
庇
に
あ
る
と
す
れ
ば
､
そ
れ
は
ま
さ
に
法
の
不
純
と

い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ

ろ

う
.

土
成
薬
怒
り
穀
倉
が
､
乱
的
姐
占
の
禁
止
及
び
公
正
取
引
の
確
保
t.i
関
す
る
法
川

(独
占
禁

ーL
鋲
)
の
立
切
か
ら
も
､

黙
視
す
る
こ
と
を
許
さ
れ
な
い
側
歯
で
あ
る
こ
と
は
､
あ
焦
り
に
も
明
ら
か
で
あ
ち
.

同
法
は
､
そ
の
日
的

(第

1
尭
)
に
お
い
て

｢不
当
な
取
引
制
限
及
び
不
公
爪
な
坂
引
方
法
の
禁
止
｣
を
掲
げ
'
耶
二

条
の
淫
艶
に
お
い
て
､
r不
当
な
取
引
利
親
と
は
､
姉
弟
者
が
､
契
約
､
協
定
そ
の
他
何
ら
の
名
鰹
を
以
て
す
る
か
を
糊
わ

ず
'
他
の
耶
業
者
と
共
同
し
て
対
価
を
決
定
し
､
維
持
し
､
若
し
-
ほ
引
き
上
げ
'

又
は
-
･‥
運
行
す
る
こ
と
に
J

n
､

公
井
の
利
払
に
反
し
て
'

一
定
の
取
引
分
野
に
お
け
る
脱
中
を
奨
質
的
に
制
限
す
る

こ
と
を
い
う
L
r
不
公
正
な
取

引
力

法
と
は
､
iL･:の
各
号
に
駿
当
す
る
行
為
で
あ

っ
て
､
公
正
な
放
争
を
阻
留
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
も
の
の
う
ち
､
公
正
取
引

夢
見
会
が
指
定
す
る
も
の
を
い
う
｣
と
し
て

｢
不
当
吐
対
価
な
も

っ
て
取
引
す
る
こ
と
.
不
当
に
崩
や
者
の
取
寄
せ
自
己

と
取
引
す
る
よ
う
に
腐
引
し
､
又
は
郭
剃
す
る
こ
と
.
自
己
の
取
引
上
の
地
位
を
不
当
に
利
用
し
て
相
学
力
と
取
引
す
る

こ
と
｣
な
と
な
歩
け
て
い
る
｡

兼
名
の
髄
合
は
､
せ
き

に
こ
こ
で
熟
止
さ
れ
て
い
る
榔
柄
そ
の
も
の
で
は
な
い
か
.

と
こ
ろ
が
大
手
ゼ
ネ
コ
ン
の
取
合
捷
盾
に
対
し
て
は
.
公
正
取
引
番
艮
会
は
あ
ま
り
は
か
ば
か
し
い
動
き
を
見
せ
て
い

な
い
と
い
う
批
判
が
あ
る
.

公
正
取
引
着

日ハ会
が
本
当
に
こ
の
法
相
の
目
的
と
和
神
を
rr
-
つ
も
り
に
ru･九
は
､
過
反
行
為
に
対
す
る
排
除
馳
岱
だ

け
で
な
く
､
こ
の
法
律
の
規
定
に
遁
反
す
る
心
肺
が
あ
る
と
思
う
と
き
は
検
都
塩
戊
に
蓋

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
H
任

J
･L誹
さ
れ
て
い
る
の
だ
か
ら
､
こ
れ
ま
で
そ
う
し
た
刑
耶
告
発
が
ゼ
ネ

コ
ノ
疑
惑
に
脚
し
て
行
わ
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ

と
は
､
公
正
取
引
萎
月
余
自
身
が
そ
こ
ま
で
割
り
切
れ
て
い
な
い
の
か
､
あ
る
い
は
伝
え
ら
れ
る

｢挽
▲封
と
の
解
釈
の
ズ

(〓
)

レ
｣
が
あ

っ
て
り
こ
と
な
り
か
､
い
ず
れ
に
し
て
も
拘
民
の
立
場
か
ら
は
､
公
正
取
引
番
･;
会
に
も

っ
と
頭
破

っ
て
も
ら

い
た
い
と
い
う
と
こ
ろ
で
あ
る
.

(jj=
-
)

T法
帝
金
柑
l
妨
二
十
二
巷
卵
袷
二
十
二
年
泣
約1
野
田
号
.

(汁
-
)

F比
や
仝
榊
j
萌
二
十
二
魯
馴
始
二
十
二
年
勅
令
胡
｣ハ
0
骨
.

(杜

3
)

大
鑑
鶴

r明
低
ま
正
財
政
史
b
新
二
壊

二

九
三
⊥ハ
年
)
二
u

l九
耳
.

(江
1
)

F故
や
企
甘
｣
鞘
lll十
三
雀
別
格
三
十
三
年
勅
令
耶
二
百
<
〇

年
.

(杜
UT:)

少
故

紙

鎚
新
港
妃
糾
郊
十
1
号

〓
こ
こ
貰
.

I

l
L
5
I
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イ ン チ キ 論 文/牡 論説委員室から

昭
和
大
学
医
学
部
脳
神
経
外
科

Cつでr,

教
授
(朋
)
の
諭
文
理
造
番
件
に
は

あ
き
れ
た
｡

手
術
し
た
患
者
数
が
あ
る
程
度

多
く
な
い
と
良
い
論
文
と
み
な
さ

れ
な
い
か
ら
と
､
存
在
し
な
い
患

者
を
で
っ
ち
あ
げ
る
｡
手
術
が
う

ま
く
い
か
な
か
っ
た
の
に
､
う
ま

つそ

く
い
っ
た
と
嘘
を
む
く
.

こ
う
し
た
イ
ン
チ
キ
が
､
5
本

の
論
文
で
見
つ
か
っ
た
Q
昨
年
5

A

月
の
教
授
選
の
前
に
発
表
さ
れ
た

も
の
ば
か
り
だ
｡

医
学
の
取
材
を
し
て
い
る
と
､

百

本
語
の
論
文
な
ん
て
当
て
に

な
ら
な
い
｣
と
い
う
声
を
よ
く
間

く
｡
な
る
ほ
ど
､
こ
う
い
う
こ
と

だ
っ
た
の
か
と
思
う
｡

今
回
は
外
国
の
雑
誌
に
投
稿
し

た
論
文
も
あ
る
か
ら
､
当
て
に
な

ら
な
い
の
は
日
本
語
に
限
ら
な
い

と
い
う
こ
と
に
な
る
｡

日
本
脳
神
経
外
科
学
会
の
会
長

は
､
学
轟

に
出
た
要

に
憲

が
か
け
ら
れ
た
の
を
知
り
な
が
ら

｢教
程
選
に
か
ら
む
内
部
告
発
は

よ
く
あ
る
の
で
袈

瞥

低
い
と

判
断
し
､
本
人
に
確
か
め
な
か
っ

た
｣
と
い
う
｡

内
部
告
発
も
イ
ン
チ
キ
論
文

も
､
ど
ち
ら
も

｢
よ
く
あ
る
こ

と
｣
で
哲

r6さ
れ
て
い
る
の
だ
と

し
た
ら
､
い
つ
室

に
な
る
か
も

し
れ
な
い
身
と
し
て
は
不
安
で
た

ま
ら
な
い
｡

科
学
研
究
の
歪

を
据
え
込
む

た
め
の
対
策
唱

日
本
で
は
医
学

力′ヽ

界
に
限
ら
ず
遅
れ
て
い
る
｡

日
本
学
術
会
議
が
よ
う
や
く
今

年
6
月
に
問
題
提
起
の
報
告
笹
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添付賃料6二建築のあり方を考える会鼠 考えさせられる事例 1,2003･6,a

｢建築のあり方を考える会｣事例1

問題の発生状況

i.あるゼネコン社の設計部は.A宿院より手術部.外来部.病棟部および厨房よりなる新

築病院の建築設計依欝を受けた｡設計部長Bは.C,D,Eの3人を.この設計案幹

の担当とさせた｡Cは入社後 10年で.DおよびEは.6および4年である.この設

計グループのリーダーとして.C,D.Eはそれまでに病院建築の殴計の経験がなか

つT=C

2.会社の資料室にある病院建築の匪乱 および.当設計部か手掛けた病院建築の設計資料

をとりよせたが.対象建物よりも大きい串例のみであった｡

3.A病院側担当者,営業部.設計部長B,I)-ダーCを交えた打合せを敏度にわたって行

い.坪単価は病院建築としては, 1割はど低いものとしなければならないことになっ

た｡

4.-万,D.Eは.病院建築では意匠の優れたものが少なく,今回の担当では,意匠とく

に立面に斬新な意匠を取り入れたいと考えていた｡

5.C,D,Eは.設計作業を進めていくなかで,病院建染の国許,当設計部による病院建

築の設計更科の中には.規模 .コスト.意匠の面で,今回の全体プラン設計の参考に

なる情報が少ないと判断したOもちろん.手緒部,外来部,病棟部のそれぞれについ

ての必要籍重,面韻.機能等については.参考にした｡

6.C,D,Eの3名は,病院関係者 (手術部.外来部,病棟部の各i'1･任者と設計依頼事務

担当者)より.施主サイ ドの要求事項のヒャリングを凝り適した｡

7,C,DおよびEにより作成された基本計画図(1/200平面囲 ･立面図)を,設計部長Bが

承認したO(1倍に外来部門および厨鼠 2階にICUを含む手術ソーン,3階から8

階が病室である｡)

8.上記計画案をもとに.病院関係者との打合せかもたれ,一部修正-･ji項が発生 した0

9.C,D,Eの3名は基本計画園の修正作業に入ると同時に,構造,設備に阻して.各担

当者F,Gに設計依頼をした｡

10_その後.修正基本計画鼠をもとにC.D,Eの3名および病院関係者の了解確認がな

された｡

lL C.D,E,および柵造,設備担当者の設計作業がほぼ終了し,設計部長Bは.最終

B]面の確認をし,これを承認した0

12_この建築の立地場所であるH市の建簸課に確認申請をしたところ,当弦市では,市条例

により.ある規模以上の病院建築にあっては.防災計画番の作成と専門家による評価

を受けることが義 漉づけちれていると市建築課係員より知らされたo

i3,Cは,設計部長Bの了解のもとに,Eおよび防災計画杏の作成の経験のある設備担当

Gに訪災計画香の作成を頼んだ｡
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14.防災計画番が作成され.建築センターに防災計画の評定値額の申請かなされた0

15.建築センターでは.この評定に専門家 Ⅰ.Jか当たることになった｡

16.両専門家は,図面 .日和を見て優】 l階厨房直上に手術室がある点について疑問を抱

いたo手荷中の火災では手術患者は手術ゾーンに簡城するしかなく,また.本建築の

中で出火点としてもっとも可能性のある場所が 1階厨房であり. 1階厨房火災がフラ

ッシュオーバーにまで達 した節減では,その直上の手術室床スラブ上面の温度は25

0度を遇えることが予想され.手術患者らの龍城は不可能と容易に考えられるからで

あるDまた,手術室から階段に至る廊下部分側面はガラス窓となっているが.この直

下には.厨房の自然排煙口となっており.厨房火災の煙か手術ゾーンに入り込む可能

性と,火炎による上帽延焼の可敵性もあった｡

17.設計者サイ ド(C.D,Eおよび設備埴当G)と専門家との打合せか行われ 両専門

家は.この2つの問題点を指摘し.何 らかの改曹策を覗じるべきと設吾卜者サイ ドに伝

えた｡

18_専門家 Jは.防災の問題点と同時に.提出質料の計画案においては.厨房への金品の

教入 ･生ゴミなどの搬出道路が独立してとられておらず,外来の待合部分をそれらの

動線が通過してしまう息 手術室真下に厨房を配置 したために.外部から手術室への

緊急患者搬送経路が独立してとれなくなっており,病室暗-の一般のエレベータを経

由しなければならない点と大きな接点を有していることに気ついていた｡これらは.

病院建築の益軒事項なので.これらを少 しでも検討 しておけば,手術室真下に厨雷を

配置するという極めて稚拙なプランの不都合を避けることになったはずであると考え

た｡ しかし,防災とは別のことなので. これらの建築計画上の問題点については伝達

しなかった0

19.l過問後,設計者サイドと専門家との打合せが再度行われ 設計者は,手術室ゾ-ン

の床を2重スラブとする改良藁を提示するとともに,設備担当Gは自信をもって手術

室床面温度の上昇を草滅できることを示した｡

20.専門家Jは.普通に,手荷重と厨房の位罪をずらすだけで解決しうるのに,コストの

かかる2吏スラブ案を提示したことに驚いた｡この無駄なコスト上昇を理由を知るこ

ともない施主が支払うことになることに.瀕門家 Jは腹立たしさを感じた｡

21.専門家 ⅠとJは.協議の上.この2露スラブ案は.防火対策上の問題が解決している

として,この某を了解した｡

額面ごとの問風車等の分析

場面 l一

･設計部長Bは病院設計の潅験のない設計者C,D,Eを担当させるのであるから経験不

足を補完する方法を準備しておくことが望ましい(W.I,Y)0-ゼネコンには社内デザイン

レビュー (設計案を多数の目でチェックする制度)かあると思われる (Hr.Y)0
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墳面 3.

･病院Aは建物坪単価の削減が設計人件費の削減も含むことを知っているだろうか｡その

ようなことを施主が知る墳会がないことか問題である (Vr.Y).

場面4.

･ この時点て設計者D,Eがそのような気持ちをもつことに問題はない (Wr.Y)O
場面7,

･設計部長Bが後に専門家 Jか気付く間原点に気付かない(あるいは無視する)ことは問

題である｡また､デザインレビューでもそれに気付く人はいなかったのか (.Wr.Y)0-気

付く人はいなかったので墳面 了か起こる.(Nr.X)

場面 8.

IiTXj面が修正される可能性のある打ち合わせに構造や設備の担当者を同席させないこと

が (技術者の割合か意匠設計者に比較して少ないというゼネコンの事情もあろうが ;例

えば意匠設計者3に対して設備設計者 1)後に指摘される問題と無関係であるとはいえ

ない｡意匠や建築計画のみを考燈した改善か他の間鬼を生むことがある｡設計部長Bや

設計者C.D, Eに技術的な考慮ができるのであれば問題発生の可能性は少なくできる

(Mr,Y).同感Q しかし場面 9の問髄点精鋭にあるような流れがあるからこうなる｡

場面拍:.X)

･私の知っているゼネコン設計喜郎ま意匠設計-･構造設計-槙柾設備設計-芯気設備設計と

いう設計の流れかあるが､設備設計者が意匠設計上の改蕃寡に気付いても (重要なもので

なければ)意匠設計の変更は時間的､全焼的 (人件砦)､制度的に囲難である (Mr.Y)｡-

補足 :既に現場が動いていることや施主と合意したことを変更しにくいというゼネコンの

笹情か開運か (Vr.Y)0

場面 10.

1設計部長Bが後に専門家 Jか気付く問月乱貴に気付かない(あるいは無視する)ことは問

題であるQまた､デザインレビューでもそれに気付く人はいなかったのか (Nr.Y)｡一･気

付く人はいなかったので場面10が起こるO(Vr.X)

場面 18.

･専門家 Jが分T.している葉番を行うことに問題はない (Hr.Y)｡

専門家 Jは建築計画上の間者点を評定とは別に非公式に設計者に伝えることは可能で

ある｡しかし､ゼネコンからは余計なお世話と言われるかもしれないし､大幅な設計変

更となれげその指摘は反映されないであろう (Hr.y)

場面 19.

･建築計画上の不備を他の圧縮で安直に補完 しようとするゼネコンのやり方に問髄があ

る (肘.Y)a-技術研究所にはなんとか ｢大丈夫｣にしてくれという依頼かよく来るO設

計変更の提案か受け入れられることはほとんどない 〔場面 9と同様の理由)o

場面 20.
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･詑足:設計施工の場合､おそらく割り増しコス トはゼネコンか負担するであろう(Mr.Y)O

全体的問題点と課題

i.設計の稚拙さによって生じたコスト糊を,その経線も理由も知らない施主か支払って

いることが問題 (P.r.X)oこれには,直接,2重スラブ案を提案 した設計者 (C,D.

Eおよび設備掴.当G)のぶ任.難点のある設計案を軒認している直接の上司である設

計部長BのTf任,防火上の問題にのみ言及し理由無さコス ト増に阻与 しない立場をと

る専門家 Ⅰ.Jの罪任をどのように理解するかによt)対応が分･かれるO-応.上司で

ある設計部長Bの王If任とみるべきだろう (Hr.X)｡また.専門家 Ⅰ.Jは訪災計画の評

価についてのみ役割常任があるので.コス ト増問題の17一任はない (Hr.X)0

2.設計の稚拙さを生んだ背景に.単に , 設計者として知っておくべき点を知 らないでい

た設計者 (C.D.Eおよび設備程当G)かおり,問題を含む設計国史.tを黙認 してし

まう設計部長Bのような管理者がいるという設計姐鴇の構造的間層をどのように理解

するかか問題で, 1)基本的設計知敬.設計技能の欠薄した設計組織の改善が必要で

あり.2)設計姐織のチェック機能を売薬することか必要 (MJ.X)0

3一法を犯してはいないが.不当な内容を骨む設計を.施主か知ることもないという制度

的問願があり.設計内啓を評価する第三者哉閑か必要に思う 律LX)o

とりあえずの提案

i.設計過程の トレーサビリティの確立 :設計のどの段階で問題が発生 したのか､どこに

安正の所在かあるのかかはっきりするような記録をとる｡そのような制度や方法の開

発｡また記軽作業が手間取らないようにする lT技術の開発｡

2.若手設計者の教育制度 :棄患 レベルにまで教育できない大学教育と､散見教育に時間

とコス トをかけられなくなってきている企崇との隙間を埋める ｢実技指噂塾大学院設

計コース｣もしくは ｢民間共同出資の教育センター｣の設立.
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｢建築のあり方を考える会｣事例 1のプロジェクトにおいて､Cyrか参加していたとす

ればどうなるか｡

虻.Zの検討

●事例 1の総評

口 事例 1は設計者の能力不足､検討不足によるものとしてよく起こる問題の一つであ

る｡

□ この種の問題は､過去には設計者と施工者が意識的に､あるいは無意義的に葬って

きた問題である｡

□ 現在では､勇気あるGCが暴哀したり､費任感のある事務所が白ら申し出たり､C迷r

等第三者が介入することによって､かなり顕在化するようになっている｡

□ 以下ではCMrが参加していた場合､どうなるかを検討する.

●事例 1のプロジェクトにおいて､Cはrが参加していた場合

□ CHrの能力と熱意そしてプロジェクトの参加時期によって､起こりうる結果が異な

る｡

□ 能力がもともと事例のゼネコンにあったとすれば､事例 1の問題は起こらなかった

であろうから､能力の問題はここでは無視する｡

□ 熱意はこの事例のゼネコン設計者にもあった｡ただ､それが空回りあるいはピント

はずれの熱意であったことが容易に想像できる｡

□ しかし､C祇rといえども熱意は空回りする可能性はある｡しかし､ピントはずれの

可能性は低くなる｡

□ なぜならば､設計者には ｢良い設計をすること｣が期待され､C班rにはそれが期待

されているのではなく､｢良い調整｣｢コス トの透明性｣｢発注者支援｣などが期待さ

れているからであるO

□ 事例 1と決定的に異なるのは､CHrが参加することであり､その参加の時期によっ

て起こりうる結果は全く異なるのである｡

□ 参加時期は､事例 1の場面でいえば､全ての場面でありうるが､大きくは､壌面 1

よりも以前の事業化計画 (企画)段階､設計者選定 ･基本計画開始段階､基本設計

段階､実施設計段階､工事発注段階､に分かれるO

□ 各段階での状況をコメントすると以下のとおりである｡

> 事業化計画 (企画)段階

･まずいえることは､事例のようなゼネコンは選ばない

･仮に未経験だとすれば､多くのケーススタディが行われる

･発注者要求事項が整備される

> 設計者選定 ･基本計画開始段階

･ どのような病院建築を望むかによって､選定対象となる設計者グループは異

なろう

･ コンペ､もしくはプロポが行われる可能性も高い
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･各種調達方式の利春得失を理解したうえで､ふさわしいあるいはやりたい調

達方式を採用することができる

･事例にあるような条例の制約はこの段階で把握されるであろう

> 基本設計段階

･既に設計者が選定された後である

･基本設計の精査が行われる

･おそらく､この段階で事例のチョンポ (耐火のための二重床)は発覚するこ

とになろう

･工事費の概略積算が行われる

･ 目標工事費とのギャップ (あれば)を設計時 VEなどにより埋める努力が行

われる

> 実施設計段階

･実施設計 ･仕様書の精査が行われる

･ 目標工事費とのギャップ (あれば)を設計時 VEなどにより埋める努力が行

われる

･遅くともここでは必ず事例のチョンボは発覚する (図面の精査であるから｡

現実にも多くの過剰設計が指摘されている)

> 工事発注段階

･実施設計段階と内容的にさほどの変わりはない

･ただし､施工者選定にCXrがどの程度関与するかはプロジェクトの成否に大

きく影準する

□ こうしてみてくると､設計のトレーサビリティは CXrを導入することだけで保証さ

れるものではないが､CIVrの提供するサ-ビスの中に､設計の トレーサビリティを

補完あるいは代替するような業務が含まれているといえる｡もちろん､設計の トレ

ーサビリティの確保をCHrに依頼することは可能である｡(設計者はいやがるが)

□ 余談であるが､事例 1はゼネコンの能力を過大評価しすぎている｡通常のプロジェ

クトではそれほどゼネコンは真剣になってはいない｡つまり､配置された設計者､

配罷された現場担当者にはぼ全てを依存しており､彼らの能力如何によって､小ゼ

ネコンの能力以下になることもあれば､きわめて高い能力を発揮することもある｡

大規模､複雑なプロジェクトでは事情は異なるが.

⊂ 大ゼネコンに大きな支援システムがあるように見えるのも､錯覚であることが多い｡

1つのプロジェクトに1万人は時間的にも空間的にも結集できないし､IT技術によ

ってノウハウが苗街されておればいいが､実態的には個々の経験者のその都度の結

集に過ぎない｡

ロ ハー ド技術の大組織優位に疑う余地はないが､ソフト技術は案外小組範優位かもし

れない｡(幅広い経験と一般管理費 ･経費の低さ)
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建築工事をめぐる様々な問題

(工学倫理二古阪担当②)

2003年12月5日

法制度の変化

建畢基準法改正

住宅品質確保促進法の施行

製造物責任 (PL)法の施行

lSO9000Sの普及.入札要件化

改正の要点

･建築確認等手続きの合理化

一連塵確班･検査の民｣間蘭放

･建築規嗣内容の合理iLE

一連舞基準の性能規定化･等基準体系の見直し

-土地有効利用に涼する建重視制手法の導入

-建築規制の英効性の確保

一中間検査の導入

一確認検査等に関する国書の閲覧

社会背景

CS(顧客満足)指向

わかりやすい

--A潔 に対応しf=

被害者救済

訴えやすい

早い決宕

責任関係の明確化

娃空主/設計者.笈工者,行政

建築基準法における性能規定

･平成10年6月改正建築基準法公布

･施行は3つに分ける

･即 日:居室の日照に鮒する規定等

･1年以内:建築確認･操車等の民間開放

中間検査制度の導入等

･2年以内:単体iP.定の性能規定化

住宅の品質確保の促進等に関

する法律の制定

･平成11年6月品確法公布

･平成12年4月品確法施行(施行は3つに分ける)

･即 日:取成担保責任10年義務付け

･12年10月:住宅性能表示制度

112年以内･指定住宅性稚評価榛軌 指定住宅

紛争処理磯闇の指定等
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品確法制定の背景
◆住宅畔入着利

一住宅性鮭の相互t:E軽が国難(共通ルール)

一住宅性能の評価がわからない

-住宅性能に関する紛争の解決に労力と時TBl

一浪痘担保期間が短い

■住宅供給者軸

一住宅性能の競争インセンティブ

-住宅性能に関する消丹者の理解田縦

一消光者のクレーム-の対応に労力と時間

一長期の保証契約が不可能

貿庇担保責任の特例
(すべての住宅に法的義務付け)

◆要点

一新策住宅の瀬静契約において､基本柵iE_部

分の唱症担保責任は10年

一節車住宅の取締契約において､基本構造部

分以外も含めた環.,jE担保責任の20年までの

伸長〔可11t巨

PL(Productliability)法とは何か?

pL(製造物責任)法

製品の欠陥に民国する事故の発生

消軍曹地雷の迅速かつ充分な救済を行

つ

94.7 公布

95.7 施行

わずか6条Lかない法律-判例■の積み重ね

を期待(判例法主 義)

品確法制定の要点
◆目的

一住宅の晶質確保の促進

一住宅購入者等の利益の保護

一住宅に係る紛争の迅速かつ適正な解決

◆要点

一住宅牲能表示制度の創設

一性能評価を受けた住宅に係る紛争処理体制

の転備

一新築住宅の即 等契約(請負契札 売買契約)

における畷癌担保責任の特例処置

製造物責任(pL)法

- 12L-i-



PL法の目玉

民法709条の不法行為責任における過失の

立証を欠絹の立証に変えた

表判に繕っための要件

過失の立証一名突き欠矧こ

故習の立証

遺失と妊音のtE]果樹床の立証-貞夫を失弧に

不動産がPL法の対象外と
なっている理由

不動産は契約責任による救済

債務不履行責任(民法415条)

かし担保責任(民法570条)

不法行為責任による救済(艮…五7D9鄭

建築物は土地工作物責任による救済(虎法717か

毘際的な制度との調和

建設工事における

紛争処理･PL問題

裁判所

紛争審査会

消費者センター

紛争処理支援センター

-1251



4.倫理問題の定式化と解法
過度の外注即係の是非を考える

モラルと鯖理の達しヽ?

間組への取り組み方

間規の定式化と解法

許佃

過度の外注rLl係の左非を考える

問題への取り組み方

予防倫理 ?????

モラル想像力の必要性

可能な選択法のリストアップ

ー次下捗でとめる

二次下顔でとめる事々

掩羊の推定､評缶

-次でとめたiA竜の判官掛矢

二次でとめたik色の判官鞘集苛々

法度の外注だl係の是非を考える

評価

功利主扱く公共の福祉音更)-最大多数

の最大事梅

暦人･企薬尊重主轟

ia度の外注関係の是非を考える

モラルと倫理の違い?

モラル:行動の善悪の基準/未来永劫不
変ではない

モラルの種類
共通モラル:人の抜かることをするなかれ

怪人モラル･宗教/信念-

専門租モラル:共通モラルの応用/技術者モラ
ノレ

考えさせられる銑-r店先のりんご｣

倫理:不変?

過度の外注関係の是非を考える

問題の定式化と解法

線引き問姐として定式化

(一次､二次- ∫+(紹項目)の組合せによる選択
譲の創出

考BE牢J:a
集ま/下成魚矢的/各碓!暮退故苦プログラム

晶E/工期/安全/ピンはね/マル設け//むく毛11

相反間組として定式化

どの立唱での相反rDLl忍と考えるかが課題

例 二次下請として

D層下顕を最ける社会的ルール壁先/企完の乍;益笹先

レポー ト課題

添付'資料6を読んで､考えるところを

レポート用紙1枚以内に書きなさいD
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